
第
四
項
　
将
軍
家
の
信
仰

祐
天
隠
居
の
翌
年
、
享
保
元
年
四
月
三
十
日
将
軍
家
で
は
家
継
の
薨
去
と
い
う
事
態
を
迎
え
る
。
そ
し
て
、

八
月
十
三
日
吉
宗
が
将
軍
と
し
て
宣
下
さ
れ
た
（『
有
徳
院
殿
御
実
記
』
以
下
『
徳
実
記
』）。

家
継
の
葬
送
は
詮
察
大
僧
正
の
も
と
執
行
さ
れ
、
増
上
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。
こ
の
葬
儀
に
関
し
て
詮
察
に

銀
二
千
枚
、
時
服
十
、
前
大
僧
正
門
周
に
銀
二
百
枚
、
前
大
僧
正
祐
天
に
銀
百
枚
が
布
施
と
し
て
授
け
ら
れ

て
い
る
（『
徳
実
記
』）。

一
周
忌
の
法
会
の
際
の
布
施
は
白
随
大
僧
正
に
銀
千
枚
、
門
周
と
祐
天
の
前
大
僧
正
に
百
枚
と
な
っ
て
い

る
（『
徳
実
記
』
享
保
二
年
四
月
二
十
九
日
）。

そ
し
て
、
享
保
三
年
四
月
家
継
の
三
回
忌
を
迎
え
、
吉
宗
と
祐
天
の
対
面
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

当
大
将
軍
吉
宗
公
殊ト

ニ

命シ
テ

招キ
二

師ヲ

於
増
上
寺ニ
一

﹇
割
注
﹈
方
丈
別
殿
」
有リ
二

面
対
一

慇
懃ニ

降
二

シ
タ
マ
フ

安

慰ノ

之
言ヲ
一

吉
宗
は
将
軍
に
な
る
と
き
天
英
院
の
推
薦
を
強
く
受
け
た
こ
と
が
『
徳
実
記
』（
享
保
元
年
五
月
、
二
頁
）

あ
る
い
は
『
元
禄
・
享
保
の
時
代
』（
高
埜
利
彦
、
日
本
の
歴
史
十
三
、
集
英
社
、
一
九
九
二
年
、
二
五
九
頁
）

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
吉
宗
は
中
納
言
時
代
か
ら
祐
天
と
は
接
触
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
と
考



（『
略
記
』）



え
ら
れ
（『
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
日
付
は
不
明
で
あ
る
が
吉
宗
が
一
本
松
に
い
た
祐
天
に
安
陀
衣
一
領
を
贈
っ

て
い
る
）、
ま
た
天
英
院
の
影
響
も
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
祐
天
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
計
ら

い
も
、
状
況
的
に
は
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

吉
宗
が
縁
山
に
参
詣
に
行
っ
た
の
は
、
法
会
の
終
わ
っ
た
晦
日
、
文
昭
院
殿
の
廟
所
へ
の
拝
礼
の
た
め
で

あ
っ
た
（『
実
録
下
書
』
完
、『
徳
実
記
』）。

こ
の
と
き
の
布
施
は
一
周
忌
の
と
き
と
同
じ
で
あ
っ
た
（『
徳
実
記
』）。
布
施
の
額
で
は
将
軍
の
心
ま
で
推

し
量
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
祐
天
の
法
会
へ
の
か
か
わ
り
方
の
指
標
に
は
な
ろ
う
。

吉
宗
の
治
世
と
な
っ
て
、
寺
社
の
在
り
方
も
問
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
鉾
先
は
綱
吉
時
代
に
全
盛
を
極
め
た

護
持
院
護
国
寺
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
の
二
か
寺
を
合
併
し
、
観
音
堂
を
も
っ
て
護
国
寺
と
す
る
こ
と
が
沙
汰

さ
れ
、
両
院
の
寺
領
合
わ
せ
二
千
七
百
石
を
も
っ
て
修
理
の
費
用
を
捻
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
（『
徳
実

記
』
享
保
二
年
三
月
十
四
日
）。
綱
吉
の
遺
産
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
少
し
ず
つ
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
徳
川
家
の
信
仰
を
再
び
増
上
寺
に
戻
し
た
祐
天
の
功
績
は
再
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

第
五
項
　
遷
化

将
軍
と
対
面
し
た
あ
と
の
六
月
中
旬
、
祐
天
の
老
衰
は
ひ
ど
く
な
っ
て
い
っ
た
（『
略
記
』）。
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